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居宅介護支援 重要事項説明書 

＜２０２６年４月１日現在＞ 

 

１事業者（法人）の概要 

名称・法人種別 社会福祉法人 香南会 

代 表 者 名 理事長 橋本 信一 

所在地・連絡先 
（所在地） 高知県香南市赤岡町１１６０番地１ 

（電 話） ０８８７－５５－２８８８ 

 

２事業所の概要 

（１）事業所名称及び事業所番号 

事業所名 居宅介護支援事業所 蒼 

所在地・連絡先 

（所在地）広島県広島市安芸区矢野西三丁目１番１１号 

（電話） ０８２－５１６－５７９３ 

（ＦＡＸ）０８２－５５４－８９５１ 

事業所番号 ３４７０１０９３５０     

管理者の氏名 矢吹 智恵 

 

（２）事業所の職員体制 

従業者の職種 
人数 

（人） 

区  分 
常勤換算後 

の人数（人） 

職務の 

内容等 
常勤(人) 非常勤(人) 

専従 非専従 専従 非専従 

管理者 １  １   １ 管理業務 

介護支援専門員 1     1 
ケアプラン

作成 

 ※管理者はケアプラン作成を兼務します。 

（３）通常の事業の実施地域 

通常の事業の実施地域 広島市安芸区 

  ※上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。 

 

（４）営業日・営業時間等 

営業日 平 日 

営業時間 ８：３０～１７：３０ 

  ※ 営業しない日： 土曜日・日曜日・祝日・１２月２９日～１月３日 
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３サービスの内容 

（１）居宅サービス計画（ケアプラン）の作成等 

 ＜居宅サービス計画の作成の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   前６月間に当該居宅支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうち訪

問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護がそれぞれ位置付けられた居

宅サービス計画の数が占める割合、同一の指定居宅サービス事業者によって提供され

たものが占める割合（上位３位まで）等につき別表を用いて十分に説明を行います。 

 

（２）居宅サービス計画作成後の便宜の供与 

・ご利用者及びそのご家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居

宅サービス計画の実施状況を把握します。 

・居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者

等との連絡調整を行います。 

・ご利用者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。 

・ご利用者の主治及び関係医療機関との連携・情報共有に努めます。また入院時はケア

マネジャーの氏名等を入院先医療機関に提供するよう依頼します。 

 

（３）居宅サービス計画の変更 

   ご利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業所が居宅サービス 

計画の変更が必要と判断した場合は、事業所とご利用者双方の合意に基づき、居宅サ 

ービス計画を変更します。 

 

（４）介護保険施設への紹介 

   ご利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は 

ご利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介

その他の便宜の提供を行います。 

③契約者は、介護支援専門員が契約者及びそのご家族の置かれた状況等

を考慮して、ご利用者に提供されるサービスの目標、その達成時期、

サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の

原案について、位置付けた居宅サービス事業者等について位置づけた

理由を求めることができます。  

④介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画の原案に盛り込んだ指

定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、

その種類、内容、利用料等についてご利用者及びそのご家族等に対して説明

し、ご利用者の同意を得た上で決定するものとします。 

②契約者は、居宅サービス計画の作成の開始にあたって、当該地域にお

ける複数の指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用

料等の情報について介護支援専門員から紹介を求めることができ、サ

ービスの選択を行います。  

①事業所は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を

担当させます。  
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４費 用 

要介護認定を受けられた方は、居宅介護支援については、介護保険制度から全額給

付されるので自己負担はありません。 

なお、介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業所に直接介護保険

給付が行われない場合があります。その場合、ご利用者は１か月につき料金表の利

用料金全額をお支払いください。利用料のお支払いと引き換えに領収証を発行しま

す。また、還付に必要なサービス提供証明書を発行します。 

【料 金 表】 

■居宅介護支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※広島市では１単位につき１０．７０円を乗じて算定します。 

※１：新規に居宅サービス計画を策定した場合 

  要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合 

  要介護状態区分が 2 段階以上変更となった場合 

※２：病院若しくは診療所への入院期間または地域密着型介護老人福祉施設若しく   

は介護保険施設を退院又は退所し、その居宅においてサービス利用する場合に

おいて当該病院、診療所、地域密着型老人福祉施設又は介護保険施設の職員と

面談し利用に必要な情報を得た上で利用開始月にサービス調整を行った場合、

入院又は入院期間中に月 1 回を限度として加算されます。 

※３：入院した日のうちに当該病院又は診療所の職員に対して利用者に係る必要な 

   情報を提供した場合（提供方法は問わない） 

※４：入院後、３日以内に当該病院又は診療所の職員に対して利用者に係る必要な 

情報を提供した場合（提供方法は問わない） 

※５：医師又は看護師と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に 

応じて当該利用者に必要な居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関す

る調整を行った場合 

※６：利用者又はその家族の同意を得た上で、死亡日及び死亡日前１４日以内に２日

以上在宅を訪問し、主治の医師等の助言を得つつ、利用者の状態やサービス変

更の必要性等の把握、利用者への支援を実施した場合 

※７：利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活

環境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を

受けた上で、居宅サービス計画（ケアプラン）に記録した場合 

要介護 １．２ １，０８６単位 

要介護 ３.４.５ １，４１１単位 

初回加算    （※１） ３００単位 

退院・退所加算 （※２） ４５０単位 

入院時情報連携加算Ⅰ  （※３） ２５０単位 

入院時情報連携加算Ⅱ  （※４） ２００単位 

緊急時等居宅カンファレンス加算     （※５）   ２００単位 

ターミナルケアマネジメント加算     （※６） ４００単位 

通院時情報連携加算           （※７） ５００単位 
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５事業所の特色等 

（１）事業の目的 

介護保険法の理念に基づき、ご利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を送

れるよう、適切な指定居宅介護支援を提供します。 

 

（２）運営方針 

ご利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限り居宅においてその有する

能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように配慮して行います。 

 

６サービス内容に関する苦情等相談窓口 

（１）苦情等相談窓口について 

   提供したサービス内容等について、相談や苦情を受け付けるための窓口を下表のとお

り設置します。 

 

当事業所 相談窓口 

窓口責任者 矢吹 智恵 

受付時間 月曜日～金曜日 ８：３０～１７：３０ 

電話番号 ０８２－５１６－５７９３ 

苦 情 箱 事業所内に設置 

広島市役所 介護保険課 

受付時間 月曜日～金曜日  ８:３０～１７：１５ 

所 在 地  広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

電話番号 ０８２－５０４－２１８３ 

FAX 番号 ０８２－５０４－２１３６ 

広島県国民健康保険団体連合会 

受付時間 月曜日～金曜日   ８：３０～１７：１５ 

所 在 地 広島市中区東白島町１９番４９号国保会館 

電話番号 ０８２－５５４－０７８３ 

FAX 番号 ０８２－５１１－９１２６ 

 

（２）苦情処理の体制及び手順について 

   相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

① 苦情受付 

  苦情受付書の作成、苦情申立人の意向確認を行います。 

② 苦情受付の報告と確認 

  苦情内容の詳細把握、解決責任者及び第三者委員への報告（匿名の苦情：第三者委員に 

報告） 

  また、申立人に対し、苦情受付した旨を通知します。 

③ 苦情解決に向けた話し合い 

  解決責任者と申立人との話し合いを行います。（必要に応じて第三者委員が立ち会う） 
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７緊急時等における対応方法 

サービス提供中に病状の急変などがあった場合は、速やかにご利用者の主治医、救

急隊、緊急時連絡先（ご家族等）、居宅サービス計画（介護予防支援計画）を作成し

た居宅介護支援事業者等へ連絡をするなどの必要な措置を講じます。 

 

８事故発生時等における対応方法 

 サービス提供中に事故が発生した場合は、必要な措置を講じるとともに、速やかに

ご利用者の緊急時連絡先（ご家族等）、居宅サービス計画（介護予防支援計画）を作

成した居宅介護支援事業者等、市町村及び広島県に連絡を行います。 

 

９個人情報の保護及び秘密の保持について 

 事業所は、ご利用者及びそのご家族の個人情報について「個人情報の保護に関す 

る法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適 

切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めます。 

 事業所が得たご利用者及びそのご家族の個人情報については、介護サービスの提 

供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、 

ご利用者の個人情報を用いる場合はご利用者の同意を、ご利用者のご家族の個人情 

報を用いる場合は当該ご家族の同意をあらかじめ文書により得るものとします。 

 

10 虐待防止に関する事項 

   当事業所は、高齢者虐待防止法に基づき、利用者の権利擁護と虐待の防止を図るため、次

の措置を講じます。 

・虐待防止のための指針を整備し、必要な体制を構築します。 

・虐待防止対策を検討するための委員会を設置し、定期的に開催するとともに、その結果を

職員へ周知します。 

・虐待防止に関する研修を定期的に実施し、職員の資質向上に努めます。 

・虐待防止について掲げる措置を適切に実施するため担当者（管理者）を置きます。 

・利用者に対する身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待及び介護放棄（ネグレク

④ 苦情解決の記録と報告 

 ア 苦情受付から解決までの経緯と結果及び改善案の記録 

 イ 苦情申立人、第三者委員へ苦情解決結果報告書を提出 

 ウ 苦情解決後の経過記録作成 

 エ 苦情の受付状況、対応結果記録の保管：５年間 

⑤ 苦情受付件数及び解決結果の掲示 

 ア 事業所内に解決結果の掲示 

 イ 受付件数及び解決結果を事業報告書にて公表 

⑥ 職員の教育 

  各種法令の理解と苦情処理能力の向上のため、職員研修を実施します。 
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ト）を防止します。 

・虐待を発見した場合、またはその疑いがある情報を得た場合は、速やかに市町村等の関係

機関に通報し、適切な対応を行います。 

・市町村等から虐待に関する調査や協力があった場合は、これに協力します。 

・苦情受付体制を整備し、利用者の権利擁護に努めるとともに、適切かつ迅速に対応します。 

 

11 サービス利用に当たっての留意事項 

  サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示してください。また、介護保険  

 被保険者証に記載された内容（被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有  

 効期間）及び被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業所にお知らせ 

 ください。 

■担当の介護支援専門員 

  あなたを担当する介護支援専門員は、            ですが、やむを   

 得ない事由で変更する場合は、事前に連絡を致します。 

  

 

 

 

 

■緊急時等連絡先 

緊急時連絡先 

（家族等） 

氏名（続柄） （    ） 

住 所 
 

電話番号 

（携帯電話） 

 

 

主治医 

病院（診療所）名 
 

所在地  

氏 名  

電話番号  
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当事業所は、サービスの利用に当たり、ご利用者に対して重要事項説明書を交付の上、居宅

介護支援のサービス内容及び重要事項の説明を行いました。 

 

説明・交付年月日        年   月   日 

 

事業者     所 在 地    高知県香南市赤岡町１１６０番地１ 

        事 業 者    社会福祉法人 香南会 

      事業所名    居宅介護支援事業所 蒼 

 

説明者     職  名    介護支援専門員 

 

        氏  名                   印 

 

 私は、重要事項説明書に基づいてサービス内容等に係る重要事項の説明を受け、その内容

に同意の上、本書面を受領しました。 

 

同意年月日           年   月   日 

   

利用者本人      住  所   

 

           氏  名                印 

 

 

代筆者        住  所 

 

           氏  名                印 

 

           続  柄（             ） 


